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羽島市まちづくり基本条例

運用状況等調査結果

【令和５年度】

羽島市市民協働部市民協働課



１．概要

調査対象事項

対象条項 運用状況の把握方法

第７条　第３項

（市民の役割及び責務）

第８条

（地域コミュニティの役割及び責務）

第９条

（議会の役割及び責務）

第１０条　第２項、第３項 効率的な組織体制整備（第２項）

（市長等の役割及び責務） 所管する事務の企画立案等についての説明（第３項）

第１１条　第２項、第３項 地域活動を担う一員としての職員向け制度（第２項）

（職員の役割及び責務） 職員の能力向上のための制度（第３項）

第１２条　第２項

（市民参画の推進）

第１３条　第２項

（協働の推進）

第１４条　第１項、第２項 地域コミュニティへの加入（第１項）

（地域コミュニティ活動への関わり） 地域コミュニティへの支援（第２項）

第１５条　第１項、第２項 審議会等での女性の登用率（第１項）

（審議会等） 審議会等での公募委員の登用率（第２項）

第１６条 審議会等の開催

（会議の公開） 審議会等の公開数、非公開数

第１７条 意見・情報・改善案などを求める手続き

（パブリックコメント） 実施したパブリックコメント

第１８条

（住民投票）

第１９条　第１項、第２項 情報の共有及び公開に関する事業等（第１項）

（情報の共有及び公開） 情報公開実績（第２項）

第２０条

（個人情報の保護）

　本資料は、羽島市まちづくり基本条例の運用状況を条例ごとにまとめたものです。
　実績値は、令和５年度における数値とし、これによらない場合は、（　）内等にて基準日を記載
しています。

市民がまちづくりに参画できる主な機会

市民の持つ豊かな社会経験、知識等の活用

※　理念や心構えなど内面のあり方を示す条項については、本調査の対象から除きます。
　　（第１条～第６条）

自主的に公益性のある活動を行う団体に関する事
業等

主な地域コミュニティ

議会の関連事業等

【住民投票に関する事項のため、調査から除外】

個人情報の保護に関する事業等
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対象条項 運用状況の把握方法

第２１条

（行政手続）

第２２条

（計画的な市政運営）

第２３条

（危機管理）

第２４条 ①協議会等

（国、県及び民間企業等との連携） ②協定等

市政運営の透明化に関する事業等

総合計画に関する事務

危機管理に関する事業等
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（市民の役割及び責務）

第７条　市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、自ら進んでまちづくりに参画するよう

　努めます。

２　市民は、まちづくりに参画するにあたり、お互いに多様な価値観を認め合いながら、地域

　全体や次世代のことも考慮し、自らの発言及び行動に責任をもつよう努めます。

３　自主的に公益性のある行動を行う団体は、それぞれの特性を活かした活動を実施する

　とともに、その活動が広く社会に理解されるよう努めます。

第３項　自主的に公益性のある活動を行う団体に関する事業等

名称 概要 令和５年度実績 担当課

市民活動団体登録制
度

市内で活躍するボラン
ティア団体や特定非営
利活動法人（NPO法
人）などの市民活動団
体を支援。

市民活動団体登録
数 （15団体）

市民協働課

地域介護予防活動支
援事業

高齢者の日中の居場
所づくり、又は定期的
な通いの場の提供等、
介護予防に資する事
業を支援。

支援団体数（通いの
場10団体）

高齢福祉課

羽島市健幸づくり推進
員活動事業

健幸づくりの推進を図
るため、研修会に参加
するとともに、健幸づく
り施策の普及啓発を実
施。

健幸づくり推進員研
修会実施回数　（4
回）

羽島市食生活改善連
絡協議会

食育活動を通じて、健
幸づくりのボランティア
活動を実施。

自主研修会実施回
数　（5回）

２．条文ごとに関連する条例・事務事業等

第７条

子育て・健幸課
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（地域コミュニティの役割及び責務）

第８条　地域コミュニティは、自らの地域の特性を活かした個性豊かで住み良いまちづくりに

　努めます。

地域コミュニティ（※主なものを記載）

名称 令和５年度実績 担当課

羽島市自治委員会 自治会数　（113区） 市民協働課

岐阜羽島地区交通安全協会羽
島市10支部会

岐阜羽島地区交通安全協会団
体数　（10団体）

羽島市交通安全女性連絡協議
会

羽島市交通安全女性連絡協議
会団体数　（10団体）

地域自主防犯パトロール
地域自主防犯パトロール団体数
（10団体）

羽島市スポーツ推進委員会 スポーツ推進委員数　（35人）

羽島市立学校体育施設開放連
絡会

学校開放を実施する小学校、中
学校及び義務教育学校の割合
（100％）

地域自主防災組織
自主防災組織活動数　（85団
体）

危機管理課

羽島市コミュニティ・スクール推
進協議会

各学校のコミュニティ・スクール
の活動参加者（保護者・地域の
方）数　（5,239人）

学校教育課

民生委員・児童委員協議会
民生委員・児童委員数　（126
人）

福祉課

老人クラブ 単位老人クラブ数　（81クラブ） 高齢福祉課

羽島市子ども会育成協議会 子ども会団体数　（104団体） 生涯学習課

第８条

生活安全課

スポーツ推進課
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（議会の役割及び責務）

第９条　議会は、選挙で選ばれた代表者が構成する議決機関として、この条例の基本理念

　及び基本原則に基づいた意思決定に取り組みます。

２　議会は、市民の意見を広く求め、まちづくりに反映させるよう努めます。

３　議会は、常に市民の視点に立ち、市民に開かれた議会運営を目指します。

議会の関連事業等

名称 令和５年度実績 担当課

本会議・常任委員会の公開
本会議・常任委員会の開催回
数　（20回）

議会だよりの発行 発行回数　（年4回）

市議会ホームページ作成 随時更新

担当課

議会総務課

第９条

関連する条例等

・羽島市議会基本条例
・羽島市議会会議規則
・羽島市議会傍聴規則

議会総務課
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（市長等の役割及び責務）

第１０条　市長は、市民の信託に応え、市政の代表者としてこの条例の基本理念及び基本

　原則に基づいた市政運営に努めます。

２　市長は、課題に適切に対応するため、横断的な連携が図られるよう効率的な組織体制

　を整備します。

３　市長等は、所管する事務の企画立案、実施、効果及び評価について、市民に対し分かり

　やすい説明に努めます。

第２項　効率的な組織体制整備

関連する条例等 担当課

・羽島市部設置条例
・羽島市行政組織規則

職員課

第３項　所管する事務の企画立案、実施、効果及び評価についての説明

関連業務 担当課

【事務事業評価シート（※）の公開】
市が策定した「羽島市第六次総合計画」に基づく施策・事業を着
実に進行していくため、同計画に関連する各事業の事務事業評価
シートを作成し、公開。
（※）事業の進捗状況やその効果、成果、課題などを、担当課自ら
評価、検証し、その結果を踏まえて次年度以降の事業の方針や実
施内容をとりまとめたもの。

総合政策課

第１０条
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（職員の役割及び責務）

第１１条　職員は、市民全体のために働く者としての自覚を持ち、法令等を遵守し、公正かつ

　誠実に職務を遂行します。

２　職員は、地域活動を担う一員であることを自覚し、地域課題の把握及び解決に努めると

　ともに自らも地域のまちづくり等に参画し、協働によるまちづくりの推進に努めます。

３　職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に努めます。

第２項　地域活動を担う一員としての職員向け制度

名称 概要 担当課

地域担当職員制度

市民と行政が情報を共有し、相互の理解と
連携を図るため、地域担当職員を地域に配
置

配置箇所：11地区(各地区に3～4名)

市民協働課

第３項　職員の能力向上のための制度

名称 令和５年度実績 担当課

職員研修制度

・庁内（市主催）研修　（702人）
・岐阜県市町村研修センター （99人）
・その他の派遣研修　（46人）
・実務（職員派遣）研修　（2人）

職員課

職員提案制度 3件

業務改善制度 46件

第１１条

総合政策課
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（市民参画の推進）

第１２条　市民、議会及び市長等は、市民参画によるまちづくりの推進に努めます。

２　議会及び市長等は、市民がまちづくりに参画できる機会を確保するため、その環境の整備

　に努めます。

３　議会及び市長等は、市民参画に関する制度の周知を図り、市民の意識を高めるよう努め

　ます。

第２項　市民がまちづくりに参画できる主な機会（令和５年度実績）

住民説明会名 実施時期 参加人数 担当課

羽島市公共下水
道事業説明会①

　6月2日 53人

羽島市公共下水
道事業説明会②

　6月9日 64人

②意向調査（市民アンケート）の実施

アンケート名 実施期間 対象者 対象人数 回収率 担当課

新たな総合計画
策定に関する企
業アンケート調
査

　6月16日
　～7月14日

市内企業・
事業所

1,000社 38.50%

新たな総合計画
策定に関する団
体意向調査

　6月19日
　～7月28日

市内を活動拠
点とする市民
活動団体

83団体 84.30%

新たな総合計画
策定に関する市
民アンケート調
査

　7月6日
　～8月10日

市内在住の
15歳以上

2,000人 44.70%

男女共同参画に
関する市民意識
調査

　8月25日
　～9月19日

市内在住の
18歳～69歳

1,000人 34.00% 市民協働課

第１２条

①住民説明会の開催

経営課

総合政策課

対象地域

　福寿町間島地区の一部

　小熊町島・足近町南之川
　地区の一部
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アンケート名 実施期間 対象者 対象人数 回収率 担当課

子育て支援に関
するアンケート
①

12月6日～25日
市内在住の
就学前保護者

500人 48.40%

子育て支援に関
するアンケート
②

12月6日～25日
市内在住の
小学校保護者

500人 46.20%

子どもの生活状
況調査①

12月12日～28日 小学校5年生 609人 52.90%

子どもの生活状
況調査②

12月12日～28日 中学校2年生 652人 38.50%

子どもの生活状
況調査③

12月12日～28日
小学校5年生
の保護者

609人 61.40%

子どもの生活状
況調査④

12月12日～28日
中学校2年生
の保護者

652人 46.60%

③ワークショップ

名称 概要 実施回数 担当課

U35　はしま若者
会議

市の現状を踏ま
えた20年後の目
指すまちの姿及
び目指すまちの
姿に向け自分た
ちや地域ででき
ることについて議
論。

4回 総合政策課

市主催
ワークショップ
　12回

出前講座
①小中高校等
　5カ所6回

②地域団体
　6団体

③企業等
　3団体

④市政への提言

担当課

市民総合相談室市政への提言

事業名

防災じぶんごと
ワークショップ

災害を「じぶんご
と」として考え、自
助・共助による防
災減災を進める
ためのルール
（条例）をつくる。

263人

824人

206人

 37人

危機管理課

子育て・健幸課

延べ参加人数

77人

令和５年度提言数

44件
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（協働の推進）

第１３条　市民、議会及び市長等は、相互の役割と責務を認め合いながら、協力、連携して

　まちづくりに取り組むよう努めます。

２　議会及び市長等は、市民が持つ豊かな社会経験、知識及び創造性を活かし、まちづくり

　を進めます。

第２項　市民の持つ豊かな社会経験、知識等の活用

名称 概要
令和５年度末

登録者数

令和５年度
実施（派遣）

回数等
担当課

女性人材バン
ク登録事業

政策や方針を決定す
る過程への女性の参
画促進を目的とし、審
議会等の委員や講演
会等の講師の人選、
市の諸事業推進等女
性人材が必要な際に
活用。

41人
審議会等委員
就任数　11人

市民協働課

はしまエルボラ
ンティア

市民が持っている知
識・知恵などを生涯学
習ボランティアとして
活用し、誰もがいつで
もどこでも学ぶことが
できる環境を整備。

14人 14回

はしまシティカ
レッジ

地域づくり型生涯学
習の推進のため、講
師の養成や講師によ
る講座を実施し、学び
あう場を提供。

認定講師
4人

認定講師による
講座 7回

(3名×各2回)
（1名×1回）

羽島観光ボラ
ンティアガイド

市外からの観光客な
どに市内の名所旧跡
を無償で案内。

8人 1回 商工観光課

レスキュークロ
ス羽島

消防機関と協力し、
応急手当の普及啓発
と知識技術の修得、
向上を目的に活動。

33人 20回 救急指令課

第１３条

生涯学習課
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（地域コミュニティ活動への関わり）

第１４条　市民は、地域コミュニティへ参画し、自らの地域の課題解決や共通の目標達成に

　向けて行動するよう努めます。

２　市長等は、地域コミュニティ活動の自主性を尊重するとともに、その活動の促進を支援し

　ます。

３　市長等は、市民と連携し、協働によるまちづくりを担う人材の育成に努めます。

第１項 地域コミュニティへの加入

名称 担当課

自治会加入促進事業 市民協働課

第２項　地域コミュニティへの支援

名称 概要 令和５年度実績 担当課

地域づくり一括交付金
交付事業

地域コミュニティに対し、
柔軟な運用を可能とする
自主財源を確保するため
の交付金制度を実施。

地域コミュニティ活
動の支援団体数
（11団体）

自治委員会交付金

自治精神の高揚と市民
の福祉向上を図るととも
に、地域社会の発展に寄
与することを目的とし、市
から市自治委員会に対し
交付金を交付。

各地区の自治会数・
自治会加入世帯数
等に応じて交付

地区集会施設建設事
業費補助金

地域の自治活動等の拠
点となる地区集会施設の
新築や改修等に要する
費用の一部を補助。

施設改修補助件数
（2件）

羽島市公共施設アダ
プトプログラム

ボランティアで美化及び
清掃等を行う個人や団体
に対する支援を実施。

アダプトプログラム参
加団体　（17団体）

第１４条

令和５年度加入率

自治会加入率　71.42％
※令和5年度に『自治会加入促進ハンドブック』
の内容を更新。

市民協働課
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名称 概要 令和５年度実績 担当課

青少年教育推進事業

家庭・学校・地域社会が
一体となった青少年の健
全育成の推進と定着を図
るため、「わたしの主張大
会」や青少年健全育成大
会を実施。
各地区の青少年育成に
携わる青少年育成推進
員や、青少年の非行・被
害防止や子ども・若者支
援に係る啓発活動の中
心となる羽島市青少年育
成市民会議の活動を支
援。

青少年育成推進員
の人数　（24人）

生涯学習課

民生委員・児童委員協
議会交付金

地域社会の福祉増進の
ために行う事業に対する
交付金を協議会に交付。

民生委員・児童委員
協議会数　（1協議
会）

福祉課

羽島市地域清掃活動
支援事業

市民のボランティア活動
の健全な発展を図るとと
もに、良好な生活環境の
確保に寄与するため、市
内の道路、公園その他の
公共の場所における市
民による自主的な地域清
掃活動の支援を実施。

地域清掃活動支援
件数　（288件）

ごみネット等購入費補
助金

地域のごみ集積所の集
積ごみの散乱を防止し、
住環境の美化に努めるこ
とにより地域の環境保全
に寄与することを目的と
し、ごみネット等を購入し
設置使用する自治会に
対して、補助金を交付。

ごみネット等購入費
補助金交付件数
（29件）

地域の環境美化の促
進

希望する自治会へ環境
美化看板を提供し、地域
の環境美化を促進。

環境美化看板支給
枚数　（80枚）

生活環境課

環境事業課
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名称 概要 令和５年度実績 担当課

防犯設備設置等補助
金

地域の自主的な安全活
動の推進と環境の整備を
行うことにより、安全で住
みよい社会の実現を図る
ため、防犯設備の設置等
に要する費用の一部を
補助。

防犯灯設置数
（4,107件）

生活安全課

羽島市公園美化管理
活動報奨金

公園の美化管理活動を
行う団体に対し、予算の
範囲内で羽島市公園美
化管理活動報奨金を交
付。

公園美化管理活動
を行う団体数　（22
団体）

都市計画課

羽島市市道等修繕活
動報償金

自治会が地域一円にお
いて実施する市道等の
修繕活動に対し、市から
報償金を支給。

市道等の修繕活動
自治会数　（73自治
会）

羽島市自治会によるボ
ランティア活動支援報
償金

町単位の自治会がまち
づくりに資する目的をもっ
て実施する道路、水路又
は河川敷地の清掃等の
ボランティア活動に対し、
市から報償金を支給。

要望なし

コミュニティ・スクール
推進事業補助金

学校・家庭・地域社会が
一体となってより良い教
育環境の実現を推進す
るため、市立幼稚園及び
市立学校の学校運営協
議会に対し、補助金を交
付。

補助金を交付した
園・学校数　（14校）

学校教育課

土木監理課
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（審議会等）

第１５条　市長等は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定に基づく附属機関として

　設置される審議会等（以下「審議会等」といいます。）の委員を選任する場合、市民の多様

　な意見が反映されるよう、男女の比率等を考慮した適正な構成に努めます。

２　市長等は、審議会等の委員の一部に公募による市民を含めるよう努めます。

第１項　審議会等での女性の登用率（令和６年４月１日時点）

審議会等の数
(うち、女性委員のいる審

議会等の数)

審議会等の
委員数

女性委員数
女性委員
登用率

担当課

69
（62）

1,034人 320人 30.9% 市民協働課

関連条例等
<所管課>

市民協働課

第２項　審議会等での公募委員の登用基準達成率（令和６年４月１日時点）(※１)

公募委員のいる
審議会等の数

(※２)

公募委員数
公募委員の登用
基準を満たしてい
る審議会等の数

公募委員
登用基準達成率

担当課

18 35人 18 100％ 市民協働課

審議会等の委員数 公募委員数

16人以上 3人程度

10人以上15人以下 2人程度

9人以下 1人程度

関連条例等
<所管課>
総務課

市民協働課

羽島市男女共同参画プラン

羽島市審議会等における委員公募及び要旨公開
に関する方針

第１５条

※１　公募委員のいる審議会のうち、「羽島市審議会等における委員公募及び要旨公開に関する方針」に
　　　定める基準の公募委員を登用している審議会等の率

※２　対象：第１５条第１項の審議会等より、市議会及び地方自治法第１８０条の５に基づく行政委員会を
　　　除いた審議会等

委
員
数
の
基
準
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（会議の公開）

第１６条　市長等は、法令等に特別な定めがある場合を除き、原則として、審議会等の会議

　を公開します。

審議会等の公開数、非公開数

令和５年度公開数
（一部非公開を含む）

令和５年度非公開数 担当課

55件 20件 総務課

関連条例等
羽島市審議会等の会議の公開
に関する要綱

<所管課>
総務課

第１６条
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（パブリックコメント）

第１７条　市長等は、重要な政策等の立案過程において、別に定めるところにより、事前に

　その案を公表し、広く市民の意見を求めます。

２　市長等は、市民から提出された意見を考慮し、政策等についての意思決定を行うととも

　に、提出された意見のあらましとその意見に対する市の考え方を公表します。

実施したパブリックコメント（令和５年度実績）

アンケート名 募集期間 意見数 担当課

羽島市防災基本条例（仮称）
（案）

11月28日
～12月27日

4件 危機管理課

元気はしま21（羽島市第3期健
康増進計画）（案）

12月6日
～令和6年1月9日

8件 子育て・健幸課

羽島市障害者計画（案）
12月6日
～令和6年1月9日

15件 福祉課

第7期羽島市障害福祉計画・第
3期羽島市障害児福祉計画
（案）

12月6日
～令和6年1月9日

29件 福祉課

羽島市高齢者計画（案）
12月20日
～令和6年1月19日

13件 高齢福祉課

羽島市国民健康保険第3期保
健事業実施計画（データヘルス
計画）・第4期特定健康診査等
実施計画（案）

12月20日
～令和6年1月19日

0件 保険年金課

第3期羽島市地域福祉計画
（案）

12月25日
～令和6年1月24日

18件 福祉課

羽島市民の歯と口腔の健幸づく
り推進条例（案）

令和6年1月12日
～2月13日

0件 議会総務課

関連条例等
<所管課>

秘書広報課
羽島市パブリックコメント手続実施
要綱

第１７条
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（情報の共有及び公開）

第１９条　市長等は、まちづくりに関する情報が共有の財産であるとの認識に立ち、これを

　市民に積極的に提供します。

　２　市長等は、別に条例で定めるところにより、公文書の公開を行います。

　

第１項　情報の共有及び公開に関する事業等

名称 令和５年度実績等 担当課

広報紙の発行事業 発行回数　（月1回）

報道機関への情報提供 随時情報提供

ホームページ・ＳＮＳ等の運営事
業

広報媒体
・市ホームページ
・市公式YouTube
・市公式LINE
・市SNS
　[Facebook,X(旧twitter),
　 instagram]
・広報はしま
・回覧
・はしメール

出前講座 申込件数　（72件） 生涯学習課

自治会回覧 回覧回数　（月2回）
各課

所管課：市民協働課

全戸配布チラシ 配布回数　（月1回）
各課

所管課：市民協働課

市役所市政情報コーナー 随時情報提供 総務課

第２項　情報公開

令和５年度情報公開請求件数
令和５年度情報公開件数

（部分公開を含む）
担当課

95件 89件 総務課

第１９条

秘書広報課
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（個人情報の保護）

第２０条　市長等は、市民の権利及び利益を保護するため、個人情報の保護に関する法律

　(平成15年法律第57号)に定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供、管理等を適

　正に行います。

　

個人情報の保護に関する事業等

関連法令等

・個人情報の保護に関する法律
・羽島市個人情報の保護に関する法律施
行条例
・羽島市個人情報の保護に関する法律施
行細則
・羽島市個人情報の保護に関する諸様式
を定める規則
・羽島市個人番号の利用及び特定個人情
報の提供に関する条例
・羽島市個人番号の利用及び特定個人情
報の提供に関する条例施行規則

<担当課>
総務課

（行政手続）

第２１条　市長等は、市政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定め

　るところにより、適正な処分、行政指導及び届出に関する手続を行います。

　

市政運営の透明化に関する事業等

関連条例等
・羽島市行政手続条例
・羽島市行政手続条例施行規則

<担当課>
総務課

第２１条

【行政手続事務】
市政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続条例に即した事務を執行す
る。

第２０条

【個人情報保護事務】
個人情報及び特定個人情報については、法律に基づき適正な管理を行う。
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（計画的な市政運営）

第２２条　市長等は、総合的で計画的な市政運営を行うため、基本構想及びその実現を図る

　ための計画（以下「総合計画」といいます。）を定めます。

２　市長等は、総合計画の策定や見直しにあたっては、進捗状況等を確認し、その検証結果

　を踏まえるとともに、広く市民参画の機会を設けます。

総合計画

名称 概要 担当課

総合計画策定事務
総合計画審議会事
務

・事業概要、年度別の事業費、活動指標・
成果指標、事務事業の評価等で構成され
る「事務事業評価シート」で進捗管理を行
う。
・総合計画審議会において進捗状況の報
告等を行う。

総合政策課

第２２条
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（危機管理）

第２３条　市長等は、自然災害、重大な事故等の様々な緊急事態に備え、機動的な危機管

　理体制の確立に努めるとともに、災害等の発生時には、市民、議会及び関係機関と相互

　に連携を図り、協力して対応します。

２　地域コミュニティは、日頃から防災訓練等を行い、自らの地域における防災体制を整える

　とともに、災害等の発生時には、自らの地域の中で互いに助け合うよう努めます。

３　市民は、日頃から災害等の発生に備えるとともに、災害等の発生時には、自らの安全を

　確保し、命を守るよう努めます。

危機管理に関する事業等

名称 概要 令和５年度実績 担当課

総合防災訓練事業
防災意識の高揚と防
災対応行動力の向上
を図る。

市総合防災訓練（北
部）を開催

自主防災組織支援事
業

防災訓練、出前講座、
研修会等による自主防
災組織の重要性の周
知・啓発、備品貸出に
よる活動支援。

・リーダー研修会の開
催
・地区防災計画の推進
・出前講座の開催
・ハザードマップ、防災
啓発チラシ等の作成、
配布

防災士養成事業
専門的知識を有する
地域防災活動の担い
手育成。

ニューズレターの作
成、送付　（1回）

災害支援事業

大規模災害等により被
災した自治体に対し、
人的・物的支援を実
施。

支援した自治体数　（6
自治体）

防災設備・備蓄品管理
事業

既存設備の維持管理
と災害に備えた防災用
備品の充実を図る。

防災設備・備蓄品管理
箇所数
・地域コミュニティセン
ター（11カ所）
・小中学校等（15カ所）
・公園等（13カ所）

災害時協力井戸登録
事業

大規模災害等により断
水した場合、可能な範
囲で提供頂くことで生
活用水の確保を図る。

災害時協力井戸登録
数　（21カ所/令和5年
度末時点）

第２３条

危機管理課
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名称 概要 令和５年度実績 担当課

避難行動要支援者名
簿整備事業

避難行動要支援者名
簿の整備を市と協働し
て実施。

避難行動要支援者名
簿登録者数　（11,625
人）

福祉課
高齢福祉課

防火推進団体助成事
業

市民の防火活動推進
のため、自治会及び自
主防災組織が初期消
火器具を整備する経
費に対し、当該団体に
助成金を交付。

自治会及び自主防災
組織助成申請団体数
（4団体6式）

消防総務課
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（国、県及び民間企業等との連携）

第２４条　市長等は、共通する課題に対して、国、県、他の自治体との連携と協力により、そ

　の解決に努めます。

２　市長等は、課題に対して必要に応じ、民間企業、大学及び研究機関との連携と協力によ

　り、その解決に努めます。

①協議会等

連携名 連携団体名 概要 担当課

岐阜地域広域圏協議
会

岐阜市、各務原
市、山県市、本巣
市、瑞穂市、笠松
町、岐南町、北方
町

岐阜圏域の広域行政を推進し、
圏域の一体的発展を図ることを目
的として、広域的な行政課題につ
いての研究、意見交換等を行う。

総合政策課

岐阜連携都市圏

岐阜市、山県市、
瑞穂市、本巣市、
岐南町、笠松町、
北方町

相当の規模と中核性を備える中
心都市の岐阜市と、近隣市町が
連携して、人口減少と少子化・高
齢化に圏域全体で対応し、活力
ある社会経済の維持を図ることを
目的とする。

総合政策課

岐阜県戸籍住基協議
会

岐阜県内全市町村

戸籍並びに住民基本台帳に関す
る法令の運用及び事務について
研究し、岐阜地方法務局、大垣支
局、高山支局、八幡支局、多治見
支局、美濃加茂支局、 中津川支
局管内の42市町の連絡を緊密に
して事務の統一向上を図ることを
目的とする。

市民課

岐阜地方法務局直轄
管内戸籍住民基本台
帳事務協議会

岐阜市、関市、美
濃市、各務原市、
山県市、瑞穂市、
本巣市、岐南町、
笠松町、北方町

岐阜地方法務局直轄管内の11市
町が戸籍及び住民基本台帳に係
る事務並びに関係法令等の研究
を行い、もって当該事務処理の統
一を図ることを目的とする。

市民課

岐阜県国民健康保険
連携会議

岐阜県、県内市町
村、岐阜県国民健
康保険団体連合会

岐阜県における国民健康保険制
度の安定的かつ円滑な運営を図
るため、情報の共有及び意見の
調整を行う。

保険年金課

岐阜南税務推進協議
会

岐阜南税務署、岐
阜県税事務所、岐
阜市、各務原市、
岐南町、笠松町

国及び地方公共団体の税務行政
の運営について相互の連絡協調
を図り、税務行政の円滑な運営を
推進するとともに、納税意識の高
揚感を図ることを目的とする。

税務課

第２４条

22 



連携名 連携団体名 概要 担当課

岐阜南租税教育推進
協議会

岐阜南税務署、岐
阜北税務署、岐阜
県税事務所、岐阜
教育事務所、岐阜
市財政部、各務原
市、岐南町、笠松
町、岐阜市教育委
員会、各務原市教
育委員会、羽島郡
二町教育委員会、
岐阜市小中学校長
会、各務原市小中
学校長会、羽島郡
小中学校長会、岐
阜県高等学校長協
会、岐阜南納税貯
蓄組合連合会、名
古屋税理士会岐阜
南支部、公益社団
法人岐阜南法人
会、岐阜南青色申
告会、岐阜南関税
会

岐阜南税務署管内の税務関係機
関及び教育関係機関が協力し
て、(1)租税教室の開催及び講師
派遣 (2)租税に関する作品（作
文、習字、標語及び絵はがき等）
募集事業の支援 (3)教職員に対
する税の情報提供及び研修会等
の開催支援 (4)その他租税教育
の推進と充実のために必要な事
業 を行うことにより、児童・生徒及
び一般社会人等を対象とした租
税教育の円滑な推進及び租税教
育の充実のための環境整備を行
うことを目的とする。

税務課

長良川流域環境ネット
ワーク協議会

岐阜市、郡上市、
美濃市、美濃加茂
市、瑞穂市、関市、
海津市、安八町、
大垣市、各務原
市、笠松町、北方
町、岐南町、富加
町、本巣市、山県
市、輪之内町、賛
助企業等

長良川流域の総合的な環境改善
策を推進するとともに環境保全活
動を継続することを目的とする。

生活環境課

岐阜県環境推進協会
岐阜市外県内40市
町村、法人

岐阜県内の公害防止の促進及び
環境への負荷の低減を図り、もっ
て健康で文化的な社会環境を確
保することを目的とする。

生活環境課

岐阜羽島衛生施設組
合

岐阜市、岐南町、
笠松町

し尿及びごみ処理並びに、これら
の処理施設の建設及び維持管理
に関する事務を共同処理する。

生活環境課

岐阜県浄化槽推進市
町村協議会

岐阜県内の市町村

岐阜県内市町村の浄化槽行政の
円滑な運営を支援するとともに、
浄化槽の普及を促進し並びにそ
の設置及び維持管理の適正化等
を図り、もって生活環境の保全及
び公衆衛生の向上に寄与すること
を目的とする。

生活環境課
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連携名 連携団体名 概要 担当課

岐阜県市町村廃棄物
処理事業対策協議会

岐阜県の全市町村

廃棄物処理事業について調査研
究し、相互協力等により市町村の
廃棄物処理事業の円滑な運営を
図ることを目的とする。

環境事業課

岐阜地域廃棄物不適
正処理対策連絡会議

岐阜県、警察署、
岐阜地域市町、各
市町消防本部

廃棄物の不法投棄等の不適正処
理事案を早期に発見し、必要な措
置を講ずるとともに、監視活動等
を強化して不適正処理事案の未
然防止を図ることにより、廃棄物の
適正処理を推進し、健全な生活
環境の保全に資することを目的と
する。

環境事業課

羽島市公共交通会議
国土交通省、岐阜
県、岐阜県警察

公共交通の利便性の向上に関す
る事項を協議する。

生活安全課

羽島市地域公共交通
協議会

国土交通省、岐阜
県、岐阜県警察

地域公共交通網形成計画及び生
活交通確保維持改善計画に関す
る事項を協議する。

生活安全課

羽島市交通安全対策
推進協議会

岐阜県警察

交通事故を防止するため道路交
通環境の整備並びに交通安全思
想の普及を徹底し、関係機関、関
係団体等が相互に連絡調整を図
り、効果的な交通安全対策を推進
する。

生活安全課

羽島市交通安全対策
会議

岐阜県、岐阜県警
察

羽島市交通安全計画を作成し、
その実施を推進する。また、市の
区域における陸上交通の安全に
関する総合的な施策の企画に関
して審議し、その施策の実施を推
進する。

生活安全課

岐阜羽島地区防犯協
会連合会

岐阜市、岐南町、
笠松町、岐阜羽島
警察署

地域安全、防犯広報資料を作成・
配布するとともに、市で行う交通安
全教室において防犯に関する講
和を実施。

生活安全課

岐阜県地域公共交通
協議会

国土交通省、岐阜
県、県内市町村

岐阜県内の公共交通に係る確
保・維持・改善について協議す
る。

生活安全課

岐阜県空家対策協議
会

岐阜県、県内市町
村、岐阜県警察

岐阜県内の適切に管理が行われ
ていない空家等の増加により生じ
る諸問題について協議する。

生活安全課

岐阜県交通指導員連
絡協議会

岐阜県、県内市町
村

正しい交通安全知識と指導技術
の向上に努め、岐阜県及び県内
市町村の交通安全対策に寄与す
る。

生活安全課
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連携名 連携団体名 概要 担当課

岐阜地域児童発達支
援センター組合

岐阜市、関市、山
県市、瑞穂市、本
巣市、岐南町、笠
松町、北方町

肢体不自由のある児童及びその
保護者が利用する児童福祉法
（昭和22年法律第164号）に基づ
いて設置する児童発達支援セン
ターの管理及び運営に関する事
務を共同処理する。

福祉課

羽島市・羽島郡2町障
害者自立支援認定審
査会

笠松町、岐南町

介護給付費等を受けようとする障
害者の申請に基づき、関係市町
が共同で設置した審査会におい
て、障害支援区分の審査・認定を
行う。

福祉課

岐阜圏域障がい者総
合支援推進会議

岐阜県、岐阜市、
各務原市、山県
市、本巣市、瑞穂
市、笠松町、岐南
町、北方町及び岐
阜圏域内社会福祉
法人等

岐阜圏域内の障がい者等への支
援体制の整備を図るため、支援体
制に係る課題について協議すると
ともに、関係機関・団体の連絡調
整を行うことを目的とする。

福祉課

岐阜地域広域圏協議
会　健康プロジェクト会
議(健康分野連携推進
連絡会）

構成市町（岐阜市・
羽島市・山県市・瑞
穂市・本巣市・岐南
町・笠松町・北方
町）
オブザーバー（各
務原市・大野町）

近隣の市町村と連携し、圏域住民
の健康寿命の延伸につながる取
組や、医療需要に対応した体制
の確保など、地域医療の充実に
向けて取り組む。

子育て・健幸課

円空連合

笠松町、海津市、
養老町、関市、美
濃市、郡上市、美
濃加茂市、富加
町、川辺町、七宗
町、白川町、下呂
市、高山市

岐阜県の生んだ偉人、円空上人
にかかる史実及び文化的遺産の
顕在化並びに観光的活用を図る
ため、県内の市町村により構成
し、情報交換、文化的、観光的事
業を行う。

商工観光課

円空路（ロード）プロ
モーション事業

関市、郡上市、下
呂市、高山市、飛
騨市

円空上人・円空仏を共通の観光
資源として、飛騨と美濃をつなぐ
広域観光ルートを設定するととも
に共同PRを展開する。

商工観光課

美濃路街道連携協議
会

稲沢市、清須市、
一宮市、岐阜市、
安八町、大垣市、
垂井町

美濃路街道沿道自治体が、美濃
路の歴史的役割を顕彰するととも
に、人・物・情報などの交流を図る
事業を実施する。

商工観光課

ぎふロケツーリズム協
議会

岐阜市、大垣市、
関市、飛騨市、恵
那市、美濃加茂
市、山県市、郡上
市、下呂市、養老
町、白川町

県内の自治体が連携し、映像作
品のロケ誘致に取り組むとともに、
ロケツーリズムをきっかけにした交
流人口を増加させ、岐阜県の活
性化に寄与すること及び各地域の
受入体制の整備を図る。

商工観光課
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連携名 連携団体名 概要 担当課

木曽三川流域自治体
連携会議

愛西市、上松町、
あま市、池田町、一
宮市、稲沢市、犬
山市、揖斐川町、
恵那市、王滝村、
大桑村、大治町、
海津市、笠松町、
蟹江町、可児市、
川辺町、木曽広域
連合、木曽岬町、
木曽町、木祖村、
北名古屋市、清須
市、郡上市、桑名
町、下呂市、江南
市、坂祝町、白川
町、津島市、飛鳥
村、富加町、中津
川市、南木曽町、
名古屋市、東白川
村、七宗町、扶桑
町、瑞浪市、御嵩
町、美濃加茂市、
八百津町、弥富
市、輪之内町

木曽三川流域の自治体が連携
し、水環境を保全していくことを目
的とする。

商工観光課

岐阜県無電柱化推進
協議会

岐阜県内24市町村

良好な景観の形成と交通の分野
における高度情報化の推進を図
るために必要な無電柱化の促進
を図ることを目的とする。

土木監理課

東海環状自動車道建
設促進岐阜県西部協
議会

岐阜県内21市町
東海環状自動車道の早期建設を
推進し、地域の一体的な発展を図
ることを目的とする。

土木監理課

東海環状地域整備推
進協議会

岐阜県、愛知県、
三重県、名古屋
市、東海環状自動
車道関係地域の市
町村及び経済団体

東海環状自動車道を軸とした沿
線の地域整備の在り方及び地域
整備計画の推進のための基盤整
備の在り方についての調査・研
究、啓発活動等を図ることを目的
とする。

土木監理課

岐阜圏域市町土木協
会

岐阜土木事務所管
轄区域の市町

土木事業の円滑なる遂行を期す
ることを目的とする。

土木監理課

岐阜県市町村道整備
促進期成同盟会

岐阜県内42市町村

市町村道整備を強力に促進する
ため道路財源の確保、道路予算
の拡大等について積極的な活動
を行うことを目的とする。

土木監理課

岐阜県国道協会 岐阜県内42市町村
国道の整備推進、適正な道路管
理への支援、道路愛護心の涵養・
啓発等を図ることを目的とする。

土木監理課
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連携名 連携団体名 概要 担当課

日本道路協会

道路及び交通に関
係のあるもので本
協会の目的に賛同
して入会したもの等

道路に関する知識の普及啓発に
努め、道路及び交通の発達を推
進し、公共の福祉の増進に寄与
することを目的とする。

土木監理課

岐阜県道路協会
岐阜県内42市町村
及び道路利用者

県内道路の整備改善を推進し、
産業交通の発展を図ることを目的
とする。

土木監理課

岐阜県街路事業促進
協議会

岐阜県内26市町

県内の街路事業を強力に促進す
るため街路財源の確保、街路予
算の拡大等について積極的な活
動を行うことを目的とする。

土木監理課

県道大垣江南線道路
建設促進期成同盟会

大垣市、安八町
大垣市・安八町・羽島市間の広域
幹線道路の建設促進を図ることを
目的とする。

土木監理課

主要地方道羽島養老
線改修促進期成同盟
会

大垣市、海津市、
養老町、輪之内
町、安八町

主要地方道羽島養老線の道路改
良の促進を図ることを目的とする。

土木監理課

新濃尾大橋架橋促進
期成同盟会

一宮市、稲沢市
新濃尾大橋架橋の促進を図るた
め必要な事項を推進することを目
的とする。

土木監理課

岐阜県河川協会 岐阜県内42市町村
河川に関する知識の普及徹底を
図り、治水利水事業の完璧を期す
ることを目的とする。

土木監理課

岐阜県砂防協会 岐阜県内42市町村
砂防事業の普及発展を図ることを
目的とする。

土木監理課

岐阜県木曽三川改修
工事促進期成同盟会

岐阜県内20市町

木曽川、長良川及び揖斐川の改
修工事の完成を促進するとともに
水防体制の促進強化することを目
的とする。

土木監理課

境川改修促進期成同
盟会

岐阜市、各務原
市、岐南町、笠松
町

境川の抜本的改修の促進を図る
とともに、流域住民の生活の安定
に寄与することを目的とする。

土木監理課

長良川流域市町連絡
協議会

岐阜県内13市町、
自治会、及び水防
関係団体等

長良川本川及び支派川にかかる
治水事業の推進と、長良川流域
の豊かな自然環境の保全に資す
ることを目的とする。

土木監理課

新丸山ダム建設促進
期成同盟会

岐阜県内11市町等
新丸山ダム建設事業の促進を図
ることを目的とする。

土木監理課

岐阜県国土調査協議
会

岐阜県内の地籍調
査を実施する市町
村

国土調査に関する事業の推進を
図ることを目的とする。

土木監理課

岐阜県水防協会
岐阜県、県下の指
定水防管理団体及
び水防団等

指定水防管理団体相互の連絡を
緊密にし、水防体制の強化、充実
を図ることを目的とする。

土木監理課

木曽三川公園建設促
進上流域連絡協議会

各務原市、笠松町
会議の開催、関係機関への要望
活動、先進地視察を行う。

都市計画課

岐阜県都市会計管理
者会

岐阜県内21市
地方財政会計事務の適正かつ円
滑な運営を図り、地方自治の発展
に資することを目的とする。

会計課
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連携名 連携団体名 概要 担当課

中濃７市会計事務協議
会

可児市、各務原
市、郡上市、関市、
美濃加茂市、美濃
市

岐阜県都市会計管理者会の中濃
管内７市で地方財政会計事務の
適正かつ円滑な運営を緊密に図
ることを目的とする。

会計課

岐阜県水道事業広域
連携研究会

岐阜県及び県下42
市町村

水道事業の経営環境が厳しくなる
中、経営健全化を図り、将来にわ
たり安全で良質な水を安定的か
つ効率的に供給していくための方
策として、水道事業の広域連携に
関する研究を行う。

経営課

岐阜県公立学校施設
整備期成会

岐阜県及び県内全
市町村

公立学校の施設及び社会体育施
設等の完全整備の実現を期し、
教育の振興、文化の向上を図るこ
とを目的とする。

教育政策課

岐阜地区消防連絡協
議会

岐阜地区内の消防
本部及び消防団

消防情報の交換に関することや岐
阜地区相互の連絡協調に関する
ことを行う。

消防総務課

岐阜県消防協会
岐阜県内の消防本
部及び消防団

消防情報の交換に関することや岐
阜県相互の連絡協調に関すること
を行う。

消防総務課

(一社)岐阜県危険物安
全協会

岐阜県内22地区協
会

消防法に定める危険物に起因す
る災害を防止し、危険物を製造
し、貯蔵し又は取り扱う者に対す
る防災思想の普及高揚をはじめ、
保安に関する教育指導等の公益
に資する事業を行うことにより、そ
の自主的な保安体制の確立を推
進し、もって社会公共の福祉の増
進と事業の健全な進行に寄与す
ることを目的とする。

予防課
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（国、県及び民間企業等との連携）

第２４条　市長等は、共通する課題に対して、国、県、他の自治体との連携と協力により、その解決に努めま

　す。

２　市長等は、課題に対して必要に応じ、民間企業、大学及び研究機関との連携と協力により、その解決に努

　めます。

②協定等（令和５年度締結分を抜粋）

協定等名称 締結先 概要 締結年月日 担当課

災害時における物資供給
に関する協定書

NPO法人コメリ災
害対策センター

災害時における物資供給 令和5年4月3日 危機管理課

羽島市と株式会社バロー
ホールディングスとの包括
連携に関する協定書

株式会社バロー
ホールディングス

相互に密接に連携することに
より、それぞれの資源を有効に
活用した協働による活動を推
進し、持続可能な住み良いま
ちづくりに資することを目的と
する。
（健幸・福祉の増進、防災・災
害等の対応、教育・スポーツの
推進、その他、持続可能な住
み良いまちづくりに資する取組
に関すること）

令和6年3月14日 総合政策課

羽島市歴史民俗資料館
管理運営に関する協定書

公益財団法人羽
島市地域振興公
社

羽島市歴史民俗資料館の管
理運営について

令和6年1月16日 生涯学習課

羽島市歴史民俗資料館
管理運営に関する仮協定
書

公益財団法人羽
島市地域振興公
社

羽島市歴史民俗資料館の管
理運営について

令和5年11月28日 生涯学習課

羽島市文化センター及び
羽島市立中央公民館管
理運営に関する協定書

公益財団法人羽
島市地域振興公
社

羽島市文化センター及び羽島
市立中央公民館の管理運営
について

令和6年1月16日 生涯学習課

羽島市文化センター及び
羽島市立中央公民館管
理運営に関する仮協定書

公益財団法人羽
島市地域振興公
社

羽島市文化センター及び羽島
市立中央公民館の管理運営
について

令和5年11月28日 生涯学習課

覚書
福寿工業株式会
社

企業等から雑誌の提供を頂
き、雑誌の最新号カバーに企
業名と広告を掲載する

令和6年3月14日 図書館

羽島市と株式会社マー
ケットエンタープライズと
の連携と協力に関する協
定

株式会社マーケッ
トエンタープライズ

粗大ごみ排出量の削減及びリ
ユースの促進

令和5年7月26日 環境事業課

知的障害者相談支援事
業の実施に係る協定

岐阜圏域4市町と2
事業所

圏域内の市町及び事業所間
での協定により、相談支援事
業を委託実施

令和5年4月1日 福祉課

精神障害者相談支援事
業の実施に係る協定

岐阜圏域5市町と3
事業所

圏域内の市町及び事業所間
での協定により、相談支援事
業を委託実施

令和5年4月1日 福祉課

精神障害者地域活動支
援センター事業の実施に
係る協定

岐阜圏域9市町と3
事業所

圏域内の市町及び事業所間
での協定により、地域活動支
援センター事業を委託実施

令和5年4月1日 福祉課

第２４条
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協定等名称 締結先 概要 締結年月日 担当課

地域見守り活動に関する
協定書

株式会社シニアラ
イフクリエイト

株式会社シニアライフクリエイト
の営業時間内に高齢者、障が
い者、子ども等になんらかの異
変があった際の対応を定めた
もの

令和5年9月7日 高齢福祉課

地域見守り活動に関する
協定書

株式会社アスピカ

株式会社アスピカの営業時間
内に高齢者、障がい者、子ども
等になんらかの異変があった
際の対応を定めたもの

令和6年2月20日 高齢福祉課

病児・病後児保育事業実
施施設の広域利用に関
する協定書

大垣市
病児・病後児保育事業実施施
設の広域利用に係る負担金に
関する取り決め

令和5年4月1日 子育て・健幸課

病児・病後児保育事業実
施施設の広域利用に関
する協定書

瑞穂市
病児・病後児保育事業実施施
設の広域利用に係る負担金に
関する取り決め

令和5年4月1日 子育て・健幸課

病児・病後児保育事業実
施施設の広域利用に関
する協定書

海津市
病児・病後児保育事業実施施
設の広域利用に係る負担金に
関する取り決め

令和5年4月1日 子育て・健幸課

病児・病後児保育事業実
施施設の広域利用に関
する協定書

笠松町
病児・病後児保育事業実施施
設の広域利用に係る負担金に
関する取り決め

令和5年4月1日 子育て・健幸課

病児・病後児保育事業実
施施設の広域利用に関
する協定書

安八町
病児・病後児保育事業実施施
設の広域利用に係る負担金に
関する取り決め

令和5年4月1日 子育て・健幸課

病児・病後児保育事業実
施施設の広域利用に関
する協定書

輪之内町
病児・病後児保育事業実施施
設の広域利用に係る負担金に
関する取り決め

令和5年4月1日 子育て・健幸課

病児・病後児保育事業実
施施設の広域利用に関
する協定書

養老町
病児・病後児保育事業実施施
設の広域利用に係る負担金に
関する取り決め

令和5年4月1日 子育て・健幸課

病児・病後児保育事業実
施施設の広域利用に関
する協定書

岐阜市
病児・病後児保育事業実施施
設の広域利用に係る負担金に
関する取り決め

令和5年4月1日 子育て・健幸課

病児・病後児保育事業実
施施設の広域利用に関
する協定書

関市
病児・病後児保育事業実施施
設の広域利用に係る負担金に
関する取り決め

令和5年4月1日 子育て・健幸課

病児・病後児保育事業実
施施設の広域利用に関
する協定書

岐南町
病児・病後児保育事業実施施
設の広域利用に係る負担金に
関する取り決め

令和5年4月1日 子育て・健幸課

木曽川水系における直轄
河川管理施設の操作に
関する事務の協定

木曽川上流河川
事務所

排水機場等の操作業務にお
ける費用負担等を明確にする
ため

令和6年3月19日 土木監理課

消防相互応援協定 岐阜市 消防業務の相互応援 令和5年10月23日 消防総務課
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